










様式第１号（第５条、第８条関係）

　法人名　　　　　　　　

0

鳥取市低年齢児受入施設保育士等特別配置（総括）事業計画書(実績報告書）

補助区分

１，実配置の正規職員数が、施設全体での県配置基準上必要な保育士数以上である場合(正職員単価）

２，実配置の正規職員数が、施設全体での県配置基準上必要な保育士数未満である場合（非正規職員単価）

合　計

（円）
補助基準額



様式第２号（第５条、第８条関係）

１　要 補 助 額

施設名

B

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 円

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注意）　（１）　「補助基準額単価」において、実配置保育士等の正規職員数が、施設全体での県配置基準上必要な保育士数以上である場合は正規職員単価を、
　　　　　　　　　　実配置保育士等の正規職員数が、施設全体での県配置基準上必要な保育士数未満である場合は非正規職員単価を用いることとする。
　　　　　　　　　　また、単価適用は4月1日で状況を判定し、年度中途での単価適用の変更は認めない。
　　　　　　　　　　※正規職員とは、就業規則等により定められた1日（週）の所定労働時間（日）就業し、かつ、雇用契約書等における雇用期間に定めがなく、被用者保険に加入する者。
　　　　　（２）　「施設種別」には、保育所、認定こども園、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型、事業所内保育事業の別を記載すること。

法人名　

１２月 １月

鳥取市低年齢児受入施設保育士等特別配置事業計画書(実績報告書）

施設
種別

公・私
の　別

１歳児担当保育士等加配人数見込み（実績） 補助基準額
単価×A

２月 ３月
計
A

計
（施設数計：　　カ所）

８月 ９月 １０月 １１月４月 ５月 ６月 ７月



様式第２号（第５条、第８条関係）

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３歳児 １／20

３歳児配置
改善加算

１／15 ― ― ― ― ― ―

４歳～ １／30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○
単価適用

非正規

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３歳児 １／20

３歳児配置
改善加算

１／15 ― ― ― ― ― ―

４歳～ １／30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○

（注意） 児童の欄には、各月初日現在の児童数を記入すること。　施設長は「その他加配保育士⑥」及び「実配置保育士数」に含めないこと。
休けい保育士とは「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について（平成２８年８月２３日付け府子本第５７１号、２８文科初第７２７号、雇児発０８２３第１号内閣
府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長連名通知）」における、別紙２Ⅱ１、（２）（ア）「また、これとは別に非常勤の保育士が配置されていること。」に該当
する非常勤職員をいう。当該非常勤職員については常勤換算を行わないこととする。
その他加配保育士の欄には「本補助金以外に県又は市町村等が設ける補助金（例：保育サービス多様化促進事業）を活用するために加配している保育士」の数を記入すること。

うち正職員数

合　計
（④＋⑤＋⑥＋⑦）

実配置保育士数

小　計　①

利用定員90人以下 ②

標準時間配置職員　③

休けい保育士　⑤

主任保育士加配 ⑥

その他加配保育士　⑦

小　計　（①＋②＋③）④

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

１歳児

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

3月

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

10月 11月 12月 1月 2月

うち正職員数

合　計
（④＋⑤＋⑥＋⑦）

実配置保育士数

小　計　①

利用定員90人以下 ②

標準時間配置職員　③

休けい保育士　⑤

主任保育士加配 ⑥

その他加配保育士　⑦

小　計　（①＋②＋③）④

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

7月 8月

児童

9月

保育士
差人役
(A)-(B)

児童

２　支給要件判定表（保育所用）

施設名 区分

4月 5月 6月

保育士
児童

保育士
差人役
(A)-(B)

１歳児

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)



様式第２号（第５条、第８条関係）

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３歳児 １／20

３歳児配置
改善加算

１／15

満３歳児加配 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４歳～ １／30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○
単価適用

非正規

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３歳児 １／20

３歳児配置
改善加算

１／15

満３歳児加配 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４歳～ １／30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○

（注意） 　   　・　児童の欄には、各月初日現在の児童数を記入すること。　　・　園長（施設長）、園長が専任でない場合に配置する１名及び施設長に係る経過措置に係る職員は除くこと。
・　その他加配保育士の欄には「本補助金以外に県又は市町村等が設ける補助金（例：保育サービス多様化促進事業）を活用するために加配している保育士」の数を記入すること。

２　支給要件判定表（認定こども園用）

施設名 区分

4月 5月 6月

保育教諭
差人役
(A)-(B)

7月 8月 9月

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童 児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

１歳児

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小　計　①

利用定員90人以下 ②

標準時間配置職員　③

小　計（①＋②＋③）　④

主幹保育教諭等専任　⑤

チーム保育加配　⑥
(教育補助者除く)

その他加配保育教諭　⑦

合　計
（④～⑦）

実配置保育教諭数

うち正職員数

10月 11月 12月 1月 2月

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童

3月

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

保育教諭
差人役
(A)-(B)

児童
保育教諭

差人役
(A)-(B)

１歳児

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小　計　①

利用定員90人以下 ②

標準時間配置職員　③

小　計（①＋②＋③）　④

主幹保育教諭等専任　⑤

チーム保育加配　⑥
(教育補助者除く)

その他加配保育教諭　⑦

合　計
（④～⑦）

実配置保育教諭数

うち正職員数



様式第２号（第５条、第８条関係）

２　支給要件判定表（小規模保育事業Ａ型・Ｂ型・事業所内保育事業（19人以下）用）

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障がい児保育加算 １／２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

× × × × × ×
単価適用

非正規

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障がい児保育加算 １／２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

× × × × × ×

（注意） 児童の欄には、各月初日現在の児童数を記入すること。なお、障害児保育加算の認定を受けている事業所においては、障がい児の欄に障がい児数を記入し、各年齢の児童数からは障がい児を除くこと。

合　計
（①＋②）

実配置保育士数

施設名 区分

4月

児童

合　計
（①＋②）

5月 6月

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

差人役
(A)-(B)

保育士
差人役
(A)-(B)

児童
保育士

児童 児童
保育士

差人役
(A)-(B)

8月 9月

保育士

7月

児童

配置基準上保育士 

小　計　①

その他加配保育士　②

１歳児

実配置保育士数

　

うち正職員数

保育士保育士
差人役
(A)-(B)

児童
差人役
(A)-(B)

児童

3月

差人役
(A)-(B)

保育士

12月 1月 2月

児童
保育士

10月

保育士

11月

差人役
(A)-(B)

児童

配置基準上保育士 

小　計　①

その他加配保育士　②

保育士
差人役
(A)-(B)

児童
差人役
(A)-(B)

１歳児

うち正職員数



様式第２号（第５条、第８条関係）

２　支給要件判定表（事業所内保育事業（定員20名以上）用）

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障がい児保育加算 １／２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○
単価適用

正規

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

加配
(A)

基準
(B)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

０歳児 １／３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１／６ 0 0 0 0 0 0

２歳児 １／６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障がい児保育加算 １／２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否 計上の可否

○ ○ ○ ○ ○ ○

　　　（注意）　児童の欄には、各月初日現在の児童数を記入すること。なお、障害児保育加算の認定を受けている事業所においては、障がい児の欄に障がい児数を記入し、各年齢の児童数からは障がい児を除くこと。

休けい保育士とは「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について（平成２８年８月２３日付け府子本第５７１号、２８文科初第７２７号、雇児発０８２３第１号内閣
府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長連名通知）」における、別紙８Ⅱ１、（２）（ア）「また、これとは別に非常勤の保育士が配置されていること。」に該当
する非常勤職員をいう。当該非常勤職員については常勤換算を行わないこととする。
その他加配保育士の欄には「本補助金以外に県又は市町村等が設ける補助金（例：保育サービス多様化促進事業）を活用するために加配している保育士」の数を記入すること。

（各項目の記入方法）

施設名 区分

4月

１歳児

児童
保育士

その他加配保育士 ⑥

小計（①+②+③）④

5月 6月 7月

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

差人役
(A)-(B)

8月 9月

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童 児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士保育士

合　計
（④＋⑤＋⑥）

実配置保育士数

小　計　①

利用定員20人以上 ②

標準時間配置職員　③

休けい保育士　⑤

うち正職員数

12月 1月 2月

差人役
(A)-(B)

児童

3月

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

児童
保育士

差人役
(A)-(B)

11月

児童
保育士保育士

差人役
(A)-(B)

差人役
(A)-(B)

児童

小　計　①

利用定員20人以上 ②

小計（①+②+③）④

標準時間配置職員　③

その他加配保育士 ⑥

合　計
（④＋⑤＋⑥）

保育士
差人役
(A)-(B)

１歳児

休けい保育士　⑤

10月

実配置保育士数

うち正職員数

　　　　　 　　　管理者は「その他加配保育士②」及び「実配置保育士数」に含めないこと。

原則として１を記入すること。
保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所については、１を記入すること。

利用定員20人以上　②
標準時間配置職員　③


